
○土壌汚染対策法 

(運搬に関する基準) 

第十七条 要措置区域等外において汚染土壌を運搬する者は、環境省令で定める汚染土壌

の運搬に関する基準に従い、当該汚染土壌を運搬しなければならない。ただし、非常災害

のために必要な応急措置として当該運搬を行う場合は、この限りでない。 

 (汚染土壌の処理の委託) 

第十八条 汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出する者(その委託を受けて当該汚染土壌の

運搬のみを行う者を除く。)は、当該汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託しなければ

ならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 

一 汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出する者が汚染土壌処理業者であって当該汚染土

壌を自ら処理する場合 

二 自然由来等形質変更時要届出区域内の自然由来等土壌を、次のいずれにも該当する他

の自然由来等形質変更時要届出区域内の土地の形質の変更に自ら使用し、又は他人に使用

させるために搬出を行う場合 

イ 当該自然由来等形質変更時要届出区域と土壌の特定有害物質による汚染の状況が同様

であるとして環境省令に定める基準に該当する自然由来等形質変更時要届出区域 

ロ 当該自然由来等土壌があった土地の地質と同じであるとして環境省令に定める基準に

該当する自然由来等形質変更時要届出区域 

三 一の土壌汚染状況調査の結果に基づき指定された複数の要措置区域等の間において、

一の要措置区域から搬出された汚染土壌を他の要措置区域内の土地の形質の変更に、又は

一の形質変更時要届出区域から搬出された汚染土壌を他の形質変更時要届出区域内の土地

の形質の変更に自ら使用し、又は他人に使用させるために搬出を行う場合 

四 非常災害のために必要な応急措置として当該搬出を行う場合 

五 汚染土壌を試験研究の用に供するために当該搬出を行う場合 

２ 前項第二号の「自然由来等形質変更時要届出区域」とは、形質変更時要届出区域のう

ち、土壌汚染状況調査の結果、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染が専ら自然又は

専ら当該土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂に由来するものとして、環境省令

で定める要件に該当する土地の区域をいい、同号の「自然由来等土壌」とは、当該区域内

の汚染土壌をいう。 

３ 第１項本文の規定は、非常災害のために必要な応急措置として汚染土壌を当該要措置

区域等外へ搬出した者について準用する。ただし、当該搬出をした者が汚染土壌処理業者

であって当該汚染土壌を自ら処理する場合は、この限りでない。 

(汚染土壌処理業) 

第二十二条 

３  

一 汚染土壌処理施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足り



るものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。 

二 申請者が次のいずれにも該当しないこと。 

イ この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又

は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 

ロ （略） 

ハ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十七号）第二条

第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過し

ない者（トにおいて「暴力団員等」という。） 

ニ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイ、ロ又

はハのいずれかに該当するもの 

ホ 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイ、ロ又はハのいずれかに該当する

者のあるもの 

ヘ 個人で政令で定める使用人のうちにイ、ロ又はハのいずれかに該当する者のあるもの 

ト 暴力団員等がその事業活動を支配する者 

４、５（略） 

６ 汚染土壌処理業者は、環境省令で定める汚染土壌の処理に関する基準に従い、汚染土

壌の処理を行わなければならない。 
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